
デジタル教科書指導案／公民的分野
1．題材　p.67-68　国民の願いを実現するために
2．目標　⑴　�政治は法律に基づき、国民の願いや利害の対立を調整し、社会全体の利益を増進するために行われている

ことを理解できる。
� ⑵　間接民主制のしくみを理解し、議会制民主主義の意義について考察できる。

4．指導過程

学習内容・学習活動 資料・発問 留意点（○）・指導のポイント（◆）

節
の
見
通
し

０．「学習の前に」の
イラストを題材にし、
「節の問い」への見通
しを持つ。

○　２人の市長選挙の候補者が、
どのようなまちづくりを進めよう
としているか読み取らせる作業を
通じて、本節への関心を高めさ
せる。

○　「学習の見通し・振り返りシー
ト」へ記入させ、節の学習の見通
しを持たせる。

導
　
　
入

１．「直接民主制の様
子」を題材にし、本時
の課題をつかむ。

２．直接民主制のよさ
と課題を予想し、学習
課題への見通しを持つ。

○　気付いたことを挙げさせなが
ら、本時への導入を図る。

〇　「学習前の予想」へ記入させ、
本時の学習展開の見通しを持た
せる。

このような直接民主制のよさと課題を予想してみ
よう。

人々は、何をしているのだろうか。

イラストから、２人の候補者がどのようなまちづ
くりを進めようとしているか読み取ってみよう。

「節の問い」について、学んでみたいことや、
疑問に思ったことを自分の言葉で表してみよう。

解決のために、何が分かればよいか、どのような
ことを調べればよいかなど、見通しを立てよう。

学習課題：�国民の願いを実現するには、どのようなしくみで決めていけばよいのだろうか。

未来に向けて

肝
かん

炎
えん

患
かん

者
じゃ

を救
すく

うために 人権
 1970 年代から 80 年代にか

けて，出産や手
しゅ

術
じゅつ

の際
さい

に使われ
ていた止血剤

ざい
に，肝

かん
臓
ぞう

の病気で
ある肝炎を引き起こすウイルス
が混入したため多数の肝炎患者
が生じました。
　患者たちは救

きゅう
済
さい

のための法
ほう

律
りつ

制
せい

定
てい

を国に求める活動を行い，
2009 年には国会で肝炎対

たい
策
さく

基
き

本
ほん

法が成立しました。この法律
によって，薬

やく
害
がい

の予
よ

防
ぼう

策の推
すい

進
しん

や患者の経
けい

済
ざい

的負
ふ

担
たん

を軽くする
ことなどが定められました。

ん。そこで，選
せん

挙
きょ

によって自
じ

分
ぶん

たちの意
い

思
し

を代
だい

表
ひょう

する人
ひと

たちを選
えら

び，

法
ほう

律
りつ

を定
さだ

める力
ちから

をその人
ひと

たちに委
ゆだ

ねるという制
せい

度
ど

（間
かん

接
せつ

民
みん

主
しゅ

制
せい

）が必
ひつ

要
よう

になります。このような代
だい

表
ひょう

者
しゃ

が国
くに

全
ぜん

体
たい

から集
あつ

まって，国
こく

民
みん

の願
ねが

いを実
じつ

現
げん

するために討
とう

議
ぎ

する所
ところ

が国
こっ

会
かい

（議
ぎ

会
かい

）です。こうした制
せい

度
ど

は
議
ぎ

会
かい

制
せい

民
みん

主
しゅ

主
しゅ

義
ぎ

とよばれます。

　　　　　　　　　　みなさんは，国
こっ

会
かい

を遠
とお

い世
せ

界
かい

のように思
おも

うか
もしれません。しかし，国

こっ

会
かい

が法
ほう

律
りつ

によって国
くに

や地
ち

方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

の行
おこな

うべきことや行
おこな

ってはならないことを定
さだ

め，政
せい

府
ふ

の予
よ

算
さん

を定
さだ

めることで初
はじ

めて，国
こく

民
みん

の自
じ

由
ゆう

や権
けん

利
り

を守
まも

り，国
こく

民
みん

の
願
ねが

いに沿
そ

った政
せい

治
じ

が可
か

能
のう

となります。みなさんが政
せい

府
ふ

に何
なに

かをして
もらいたいと望

のぞ

むとき，その願
ねが

いを実
じつ

現
げん

する場
ば

所
しょ

が国
こっ

会
かい

です。

　国
こっ

会
かい

は，主
しゅ

権
けん

者
しゃ

である国
こく

民
みん

から選
せん

挙
きょ

によって選
えら

ばれた国
こっ

会
かい

議
ぎ

員
いん

で
構
こう

成
せい

されています。そして，人
ひと

々
びと

の願
ねが

いや利
り

害
がい

の対
たい

立
りつ

を調
ちょう

整
せい

するた
めに，国

こっ

会
かい

議
ぎ

員
いん

が話
はな

し合
あ

って法
ほう

律
りつ

と予
よ

算
さん

が作
つく

られます。国
こっ

会
かい

議
ぎ

員
いん

が
どのような活

かつ

動
どう

をしているかを知
し

ることは，国
くに

の政
せい

治
じ

の課
か

題
だい

や，そ
の解

かい

決
けつ

に向
む

けた取
と

り組
く

みを知
し

る手
て

がかりとなります。みなさんも，

近
ちか

い将
しょう

来
らい

に選
せん

挙
きょ

権
けん

を手
て

にすることで，政
せい

治
じ

に参
さん

加
か

する機
き

会
かい

が増
ふ

えま
す。国

くに

の政
せい

治
じ

について知
し

ることは，国
こく

民
みん

主
しゅ

権
けん

を生
い

きたものとするた
めに大

たい

切
せつ

です。

↓p.53, 75
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国
こ っ

会
か い

議
ぎ

員
い ん

の役
や く

割
わ り
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民
主
政
治

2
章

国
こく
民
みん
の願

ねが
いを実

じつ
現
げん
するためにはど

のような制
せい
度
ど
があるか，本

ほん
文
ぶん
から

二
ふた
つ書

か
き出

だ
してみよう。

国
こっ
会
かい
は，国

こく
民
みん
の願

ねが
いに沿

そ
った政

せい
治
じ

を実
じつ
現
げん
するうえでどのような役

やく
割
わり

を果
は
たしているのか，説

せつ
明
めい
してみ

よう。

確認
しよう

説明
しよう

小学校⃝地理⃝歴史との関連 政治，国会，国会議員（小）

学習
課題

国
こく
民
みん
の願

ねが
いを実

じつ
現
げん
するには，どのようなしくみで決

き
めていけばよ

いのだろうか。

　　　　　　　　私
わたし

たち一
ひとり　ひとり

人一人の願
ねが

いや利
り

害
がい

は，ほかの人
ひと

にとっ
てもそうであるとは限

かぎ

りません。そのため，人
ひと

々
びと

の
願
ねが

いや利
り

害
がい

の対
たい

立
りつ

を調
ちょう

整
せい

し，みんなが合
ごう

意
い

できる社
しゃ

会
かい

をつくる必
ひつ

要
よう

が生
う

まれます。このような，社
しゃ

会
かい

を構
こう

成
せい

する個
こ

人
じん

や集
しゅう

団
だん

の希
き

望
ぼう

を満
み

たし，対
たい

立
りつ

を調
ちょう

整
せい

する努
ど

力
りょく

を通
つう

じて社
しゃ

会
かい

の秩
ちつ

序
じょ

を保
たも

ち，社
しゃ

会
かい

全
ぜん

体
たい

の
利
り

益
えき

を増
ぞう

進
しん

させていく働
はたら

きが政
せい

治
じ

です。政
せい

治
じ

という言
こと

葉
ば

は多
おお

くの意
い

味
み

で用
もち

いられますが，一
いっ

般
ぱん

的
てき

には，国
くに

や地
ち

方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

の働
はたら

きを指
さ

し
ます。

　国
くに

や地
ち

方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

には人
ひと

々
びと

を従
したが

わせる力
ちから

（権
けん

力
りょく

）が認
みと

められていま
す。権

けん

力
りょく

は人
ひと

々
びと

が秩
ちつ

序
じょ

を保
たも

つために必
ひつ

要
よう

ですが，人
ひと

々
びと

の権
けん

利
り

を奪
うば

う
危
き

険
けん

もあります。権
けん

力
りょく

をどのように使
つか

うか，使
つか

ってはいけないのか
を定

さだ

め，人
じん

権
けん

を保
ほ

障
しょう

するための基
き

準
じゅん

となるのが法
ほう

律
りつ

です。

　　　　　　　　　それでは，私
わたし

たちの意
い

見
けん

を調
ちょう

整
せい

して法
ほう

律
りつ

を作
つく

り，

よりよい暮
く

らしを実
じつ

現
げん

するためにはどうすれば
よいのでしょうか。

　社
しゃ

会
かい

が大
だい

規
き

模
ぼ

になり，人
ひと

々
びと

の願
ねが

いや利
り

害
がい

がさまざまに分
わ

かれてい
ると，直

ちょく

接
せつ

民
みん

主
しゅ

制
せい

を国
くに

の政
せい

治
じ

のすべてにおいて行
おこな

うことはできませ

政
せ い

治
じ

とは

↓p.93

↓p.29

～42

国
こ く

民
み ん

の願
ね が

いを
実
じ つ

現
げ ん

する国
こ っ

会
か い

解説，1

資料活用 …なぜ多くの人が集まって挙手をしているのだろうか。

解 説 直
ちょく

接
せつ

民主制
せい

　国民の意思を直接政
せい

治
じ

に反
はん

映
えい

させる制
せい

度
ど

で
す。日本の国の政治では，憲法改正の国民投
票（→ p.62），最高裁

さい
判
ばん

所裁判官の国民審査（→ p.60，

88）などで直接民主制が取り入れられています。

8　直
ちょく

接
せつ

民主制
せい

の様子（スイス）　スイスの一部の州では，有
ゆう
権
けん
者全員が集まって州の政

せい
治
じ
に関わる問題などについて討

とう
議
ぎ
をし，挙手で採

さい
決
けつ

を行います。
1

83肝
かん

炎
えん

対
たい

策
さく

基
き

本
ほん

法の制
せい

定
てい

を求める人々（2009年）

8　政
せい

府
ふ

への国民の要望〈国民生活に関する世
論調査 令和元年〉
6

0 20 40 60 80％
医療・年金等の社会保障の整備
景 気 対 策
高 齢 社 会 対 策
雇用・労働問題への対応
少 子 化 対 策
物 価 対 策

66.7
52.552.5
50.750.7

37.137.1
36.136.1
34.634.6

 い りょう ほ しょう せい び

 たい さく

こう れい 

 こ よう たい おう

 ぶっ か

（複数回答）

84 肝
かん

炎
えん

対
たい

策
さく

基
き

本
ほん

法成立に
ついて報じる
新 聞（2009
年11月30日　
読売新聞）

82私たちと法
ほう

律
りつ

の関わりの例
資料活用 このような法

ほう
律
りつ
がなかったらどうな

るか考えてみよう。

交通ルール
→道路交通法

自動車
→道路運送車両法

道路
→道路法

国
こ く

民
み ん

の願
ね が

いを
実
じ つ

現
げ ん

するために1

85直
ちょく

接
せつ

民主制
せい

と間
かん

接
せつ

民主制　 資料活用 二つ
の制
せい
度
ど
の違
ちが
いに着目してみよう。

直接民主制 間接民主制

議論 採決

決定
国の在り方

ぎ ろん さいけつ

あ

議論 採決

決定

議会

国民の代表

国の在り方

選挙

議論 採決

決定
国の在り方

ぎ ろん さいけつ

あ

議論 採決

決定

議会

国民の代表

国の在り方

選挙

1第 節 民
み ん

主
し ゅ

政
せ い

治
じ

と私
わ た し

たち
個
こ

人
じん

を尊
そん

重
ちょう

し，基
き

本
ほん

的
てき

人
じん

権
けん

を守
まも

る政
せい

治
じ

を実
じつ

現
げん

するために，どのようなしくみ
があるのだろうか。

第1節の問い
p.67〜76

第 2章　民
み ん

主
し ゅ

政
せ い

治
じ

政治第 部2
民
み ん

主
し ゅ

政
せ い

治
じ

を発
は っ

展
て ん

させるためには，どのようなことが必
ひ つ

要
よ う

なのだろうか。章の問い

67 68

p.67 ■1

評価との関連 指導のポイント

知識・技能
・�国や地方公共団体の権力は、法律に従って行使されるものであり、国民の代表が集まる議会によっ
て法律が制定されていることを理解している。

思考・判断・表現
・�議会制民主主義は、国民によって選ばれた国会議員を通じて国民の願いが実現されていくしくみ
であることを考察し、表現している。

3．章・節の評価規準例につながる指導のポイント

p.65-66

学習の前に
第2部2章

A B C D E F

1 1

2 2

3 3

最近仕事が
少なくて

もっと遊べる
場所を

みなさんの
声を代表して

私たちがここで
議論します

税金が高い

僕たちも暮らし
やすいまちに

ぜいきん

ぼく

ぎ ろん

く

　小学校で学習したように，私たちの要望は，国会や地方公
共団

だん
体
たい
の議会を通じて実

じつ
現
げん
されます。人々の生活に関わる法

（きまり）は，国会や議会で話し合いを尽
つ
くして決めています。

第 2部 2章を見通そう
　私

わたし

たちの社会では，ある一つの問題を解
かい

決
けつ

し
ていくにあたって，さまざまな意見が対立する
ことがあります。こうした問題を解決すること
でよりよい社会を目指していく働きが，政

せい

治
じ

（→ p.67）です。そして，イラストの例のような，
問題解決の選

せん

択
たく

肢
し

の判
はん

断
だん

を私たちが直
ちょく

接
せつ

示
しめ

せる
機会が，選挙です。あなたの選択でまちは大き
く変わるのです。
　第 2部 2章では，よりよい社会を実

じつ

現
げん

してい
くための政治の在

あ

り方やしくみ，また私たち自
身がどのように参加していくべきなのかについ
て，学習してみよう。

小学校との関連　政
せい

治
じ

と私
わたし

たちの生活みんなが暮
く

らしやすい社会をつくってみよう

　近く市長選挙が行われる「はるの市」では，
交通量の増

ぞう

加
か

による渋
じゅう

滞
たい

が問題となっており，
2人の候

こう

補
ほ

者がその対
たい

策
さく

を主
しゅ

張
ちょう

しています。
下のイラストには，それぞれの候補者の主張
を実

じつ

現
げん

した改
かい

善
ぜん

予想図が描
えが

かれています。次
の場面はどちらの候補の予想図にあたるか，
（　）にア，イの記号を入れてみよう。

①市の中心を通る道路が開通しています。
②市のはずれを通る道路が開通しています。
③�まち並

な

み通りの古民家が残っています。
④自然公園が残っています。
（①　　　　）　（②　　　　）
（③　　　　）　（④　　　　）

やってみよう

現
げん
在
ざい
の「はるの市」（→p.27 〜 28）　 道

みち
ひろよ候

こう
補
ほ

空
あき
地
ち
タテオ候補

「まち並
な
み通り」は交通量も多く，交通事

じ
故
こ

の件
けん
数
すう
も大きく増

ぞう
加
か
しています。観光客数

もそれほど多くありません。交通事故対
たい
策
さく

として，「まち並み通り」を拡
かく
張
ちょう
する以外に

道はないのではないでしょうか。

「まち並
な
み通り」の拡

かく
張
ちょう
は本当に必要でしょうか。

交通事
じ
故
こ
対
たい
策
さく
なら，バイパス（市のはずれを通る道

路）を建
けん
設
せつ
すればよいのではないでしょうか。古い

まち並みは，この市に一つしかありませんが，自然
公園は，はるの市にもほかにたくさんあります。

空
あき

地
ち

タテオ候
こう

補
ほ

の
改
かい

善
ぜん

予想図
イ道

みち

ひろよ候
こう

補
ほ

の
改
かい

善
ぜん

予想図
ア
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学習の前に
第2部2章

A B C D E F

1 1
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3 3

最近仕事が
少なくて

もっと遊べる
場所を

みなさんの
声を代表して

私たちがここで
議論します

税金が高い

僕たちも暮らし
やすいまちに

ぜいきん

ぼく

ぎ ろん

く

　小学校で学習したように，私たちの要望は，国会や地方公
共団

だん
体
たい
の議会を通じて実

じつ
現
げん
されます。人々の生活に関わる法

（きまり）は，国会や議会で話し合いを尽
つ
くして決めています。

第 2部 2章を見通そう
　私

わたし

たちの社会では，ある一つの問題を解
かい

決
けつ

し
ていくにあたって，さまざまな意見が対立する
ことがあります。こうした問題を解決すること
でよりよい社会を目指していく働きが，政

せい

治
じ

（→ p.67）です。そして，イラストの例のような，
問題解決の選

せん

択
たく

肢
し

の判
はん

断
だん

を私たちが直
ちょく

接
せつ

示
しめ

せる
機会が，選挙です。あなたの選択でまちは大き
く変わるのです。
　第 2部 2章では，よりよい社会を実

じつ

現
げん

してい
くための政治の在

あ

り方やしくみ，また私たち自
身がどのように参加していくべきなのかについ
て，学習してみよう。

小学校との関連　政
せい

治
じ

と私
わたし

たちの生活みんなが暮
く

らしやすい社会をつくってみよう

　近く市長選挙が行われる「はるの市」では，
交通量の増

ぞう

加
か

による渋
じゅう

滞
たい

が問題となっており，
2人の候

こう

補
ほ

者がその対
たい

策
さく

を主
しゅ

張
ちょう

しています。
下のイラストには，それぞれの候補者の主張
を実

じつ

現
げん

した改
かい

善
ぜん

予想図が描
えが

かれています。次
の場面はどちらの候補の予想図にあたるか，
（　）にア，イの記号を入れてみよう。

①市の中心を通る道路が開通しています。
②市のはずれを通る道路が開通しています。
③�まち並

な

み通りの古民家が残っています。
④自然公園が残っています。
（①　　　　）　（②　　　　）
（③　　　　）　（④　　　　）

やってみよう

現
げん
在
ざい
の「はるの市」（→p.27 〜 28）　 道

みち
ひろよ候

こう
補
ほ

空
あき
地
ち
タテオ候補

「まち並
な
み通り」は交通量も多く，交通事

じ
故
こ

の件
けん
数
すう
も大きく増

ぞう
加
か
しています。観光客数

もそれほど多くありません。交通事故対
たい
策
さく

として，「まち並み通り」を拡
かく
張
ちょう
する以外に

道はないのではないでしょうか。

「まち並
な
み通り」の拡

かく
張
ちょう
は本当に必要でしょうか。

交通事
じ
故
こ
対
たい
策
さく
なら，バイパス（市のはずれを通る道

路）を建
けん
設
せつ
すればよいのではないでしょうか。古い

まち並みは，この市に一つしかありませんが，自然
公園は，はるの市にもほかにたくさんあります。

空
あき

地
ち

タテオ候
こう

補
ほ

の
改
かい

善
ぜん

予想図
イ道

みち

ひろよ候
こう

補
ほ

の
改
かい

善
ぜん

予想図
ア
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展
　
　
　
　
　
　
　
開

３．国民が政府に要望
していることを理解し、
政治を進めるうえでの
法律の役割について考
える。

４．直接民主制と間接
民主制の長所と短所を
理解する。

　⑴　長所と短所

　⑵　国政における
　　　直接民主制

５．国会議員の立場と
役割を理解し、議会
制民主主義の意義を考
える。

◆　国民の要望や願いを実現する
のは政治の役割だが、政治を進め
る主体となる国や地方公共団体が
認められている権力の使い方は、
法律で定めることが必要である
ことに気付かせる。

○　学習プリントを活用し、直接
民主制と間接民主制の長所と短所
をまとめさせる。
◆　直接民主制は、直接自分の意
見を反映しやすいが、大規模な社
会集団では効率的でなく、実施す
ることが難しいことに気付かせる。

◆　憲法改正の国民投票や最高裁
判所裁判官の国民審査などで直接
民主制が取り入れられていること
を理解させる。
○　学習プリントを活用し、憲法
上の国会議員の立場を確認させ、
その役割を考えさせる。
◆　国会議員は、人々の願いや利
害の対立を調整するために、話し
合って法律と予算を作っているこ
とを理解させる。
◆　議会制民主主義は、国民から
選挙によって選ばれた国会議員を
通じて国民の願いが実現されるし
くみであることを理解させる。

整
　
　
理

６.本時のまとめをする。

７. 学習課題への振り
返りの活動を行う。

◆　選挙で選ばれた国会議員が、
法律を作ることなどを通して、国
民の願いを実現させようとしてい
るという主旨を説明できたか確認
する。
○　「学習後の振り返り」へ記入
させ、「学習前の予想」と比較さ
せる。

あなたが最も要望したい項目を選び、その理由を
説明してみよう。

国民の要望や願いを実現する政治を進めるにあ
たっては、どのようなことが必要なのだろうか。

日本の国の政治の中で、直接民主制が取り入れら
れている制度を挙げてみよう。

国会議員にはどのような役割が求められているの
だろうか。

憲法で定められた国会議員の立場を確認してみよう。

国会は、国民の願いに沿った政治を実現するうえ
でどのような役割を果たしているのか、説明して
みよう。

「学習後の振り返り」の欄に記入してみよう。

未来に向けて

肝
かん

炎
えん

患
かん

者
じゃ

を救
すく

うために 人権
 1970 年代から 80 年代にか

けて，出産や手
しゅ

術
じゅつ

の際
さい

に使われ
ていた止血剤

ざい
に，肝

かん
臓
ぞう

の病気で
ある肝炎を引き起こすウイルス
が混入したため多数の肝炎患者
が生じました。
　患者たちは救

きゅう
済
さい

のための法
ほう

律
りつ

制
せい

定
てい

を国に求める活動を行い，
2009 年には国会で肝炎対

たい
策
さく

基
き

本
ほん

法が成立しました。この法律
によって，薬

やく
害
がい

の予
よ

防
ぼう

策の推
すい

進
しん

や患者の経
けい

済
ざい

的負
ふ

担
たん

を軽くする
ことなどが定められました。

ん。そこで，選
せん

挙
きょ

によって自
じ

分
ぶん

たちの意
い

思
し

を代
だい

表
ひょう

する人
ひと

たちを選
えら

び，

法
ほう

律
りつ

を定
さだ

める力
ちから

をその人
ひと

たちに委
ゆだ

ねるという制
せい

度
ど

（間
かん

接
せつ

民
みん

主
しゅ

制
せい

）が必
ひつ

要
よう

になります。このような代
だい

表
ひょう

者
しゃ

が国
くに

全
ぜん

体
たい

から集
あつ

まって，国
こく

民
みん

の願
ねが

いを実
じつ

現
げん

するために討
とう

議
ぎ

する所
ところ

が国
こっ

会
かい

（議
ぎ

会
かい

）です。こうした制
せい

度
ど

は
議
ぎ

会
かい

制
せい

民
みん

主
しゅ

主
しゅ

義
ぎ

とよばれます。

　　　　　　　　　　みなさんは，国
こっ

会
かい

を遠
とお

い世
せ

界
かい

のように思
おも

うか
もしれません。しかし，国

こっ

会
かい

が法
ほう

律
りつ

によって国
くに

や地
ち

方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

の行
おこな

うべきことや行
おこな

ってはならないことを定
さだ

め，政
せい

府
ふ

の予
よ

算
さん

を定
さだ

めることで初
はじ

めて，国
こく

民
みん

の自
じ

由
ゆう

や権
けん

利
り

を守
まも

り，国
こく

民
みん

の
願
ねが

いに沿
そ

った政
せい

治
じ

が可
か

能
のう

となります。みなさんが政
せい

府
ふ

に何
なに

かをして
もらいたいと望

のぞ

むとき，その願
ねが

いを実
じつ

現
げん

する場
ば

所
しょ

が国
こっ

会
かい

です。

　国
こっ

会
かい

は，主
しゅ

権
けん

者
しゃ

である国
こく

民
みん

から選
せん

挙
きょ

によって選
えら

ばれた国
こっ

会
かい

議
ぎ

員
いん

で
構
こう

成
せい

されています。そして，人
ひと

々
びと

の願
ねが

いや利
り

害
がい

の対
たい

立
りつ

を調
ちょう

整
せい

するた
めに，国

こっ

会
かい

議
ぎ

員
いん

が話
はな

し合
あ

って法
ほう

律
りつ

と予
よ

算
さん

が作
つく

られます。国
こっ

会
かい

議
ぎ

員
いん

が
どのような活

かつ

動
どう

をしているかを知
し

ることは，国
くに

の政
せい

治
じ

の課
か

題
だい

や，そ
の解

かい

決
けつ

に向
む

けた取
と

り組
く

みを知
し

る手
て

がかりとなります。みなさんも，

近
ちか

い将
しょう

来
らい

に選
せん

挙
きょ

権
けん

を手
て

にすることで，政
せい

治
じ

に参
さん

加
か

する機
き

会
かい

が増
ふ

えま
す。国

くに

の政
せい

治
じ

について知
し

ることは，国
こく

民
みん

主
しゅ

権
けん

を生
い

きたものとするた
めに大

たい

切
せつ

です。

↓p.53, 75

5

6 ↓p.77

国
こ っ

会
か い

議
ぎ

員
い ん

の役
や く

割
わ り

↓p.85

（第 59条）（第 60条）

↓p.37, 59

5

10

15

5

10

15

民
主
政
治

2
章

国
こく
民
みん
の願

ねが
いを実

じつ
現
げん
するためにはど

のような制
せい
度
ど
があるか，本

ほん
文
ぶん
から

二
ふた
つ書

か
き出

だ
してみよう。

国
こっ
会
かい
は，国

こく
民
みん
の願

ねが
いに沿

そ
った政

せい
治
じ

を実
じつ
現
げん
するうえでどのような役

やく
割
わり

を果
は
たしているのか，説

せつ
明
めい
してみ

よう。

確認
しよう

説明
しよう

小学校⃝地理⃝歴史との関連 政治，国会，国会議員（小）

学習
課題

国
こく
民
みん
の願

ねが
いを実

じつ
現
げん
するには，どのようなしくみで決

き
めていけばよ

いのだろうか。

　　　　　　　　私
わたし

たち一
ひとり　ひとり

人一人の願
ねが

いや利
り

害
がい

は，ほかの人
ひと

にとっ
てもそうであるとは限

かぎ

りません。そのため，人
ひと

々
びと

の
願
ねが

いや利
り

害
がい

の対
たい

立
りつ

を調
ちょう

整
せい

し，みんなが合
ごう

意
い

できる社
しゃ

会
かい

をつくる必
ひつ

要
よう

が生
う

まれます。このような，社
しゃ

会
かい

を構
こう

成
せい

する個
こ

人
じん

や集
しゅう

団
だん

の希
き

望
ぼう

を満
み

たし，対
たい

立
りつ

を調
ちょう

整
せい

する努
ど

力
りょく

を通
つう

じて社
しゃ

会
かい

の秩
ちつ

序
じょ

を保
たも

ち，社
しゃ

会
かい

全
ぜん

体
たい

の
利
り

益
えき

を増
ぞう

進
しん

させていく働
はたら

きが政
せい

治
じ

です。政
せい

治
じ

という言
こと

葉
ば

は多
おお

くの意
い

味
み

で用
もち

いられますが，一
いっ

般
ぱん

的
てき

には，国
くに

や地
ち

方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

の働
はたら

きを指
さ

し
ます。

　国
くに

や地
ち

方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

には人
ひと

々
びと

を従
したが

わせる力
ちから

（権
けん

力
りょく

）が認
みと

められていま
す。権

けん

力
りょく

は人
ひと

々
びと

が秩
ちつ

序
じょ

を保
たも

つために必
ひつ

要
よう

ですが，人
ひと

々
びと

の権
けん

利
り

を奪
うば

う
危
き

険
けん

もあります。権
けん

力
りょく

をどのように使
つか

うか，使
つか

ってはいけないのか
を定

さだ

め，人
じん

権
けん

を保
ほ

障
しょう

するための基
き

準
じゅん

となるのが法
ほう

律
りつ

です。

　　　　　　　　　それでは，私
わたし

たちの意
い

見
けん

を調
ちょう

整
せい

して法
ほう

律
りつ

を作
つく

り，

よりよい暮
く

らしを実
じつ

現
げん

するためにはどうすれば
よいのでしょうか。

　社
しゃ

会
かい

が大
だい

規
き

模
ぼ

になり，人
ひと

々
びと

の願
ねが

いや利
り

害
がい

がさまざまに分
わ

かれてい
ると，直

ちょく

接
せつ

民
みん

主
しゅ

制
せい

を国
くに

の政
せい

治
じ

のすべてにおいて行
おこな

うことはできませ

政
せ い

治
じ

とは

↓p.93

↓p.29

～42

国
こ く

民
み ん

の願
ね が

いを
実
じ つ

現
げ ん

する国
こ っ

会
か い

解説，1

資料活用 …なぜ多くの人が集まって挙手をしているのだろうか。

解 説 直
ちょく

接
せつ

民主制
せい

　国民の意思を直接政
せい

治
じ

に反
はん

映
えい

させる制
せい

度
ど

で
す。日本の国の政治では，憲法改正の国民投
票（→ p.62），最高裁

さい
判
ばん

所裁判官の国民審査（→ p.60，

88）などで直接民主制が取り入れられています。

8　直
ちょく

接
せつ

民主制
せい

の様子（スイス）　スイスの一部の州では，有
ゆう
権
けん
者全員が集まって州の政

せい
治
じ
に関わる問題などについて討

とう
議
ぎ
をし，挙手で採

さい
決
けつ

を行います。
1

83肝
かん

炎
えん

対
たい

策
さく

基
き

本
ほん

法の制
せい

定
てい

を求める人々（2009年）

8　政
せい

府
ふ

への国民の要望〈国民生活に関する世
論調査 令和元年〉
6

0 20 40 60 80％
医療・年金等の社会保障の整備
景 気 対 策
高 齢 社 会 対 策
雇用・労働問題への対応
少 子 化 対 策
物 価 対 策

66.7
52.552.5
50.750.7

37.137.1
36.136.1
34.634.6

 い りょう ほ しょう せい び

 たい さく

こう れい 

 こ よう たい おう

 ぶっ か

（複数回答）

84 肝
かん

炎
えん

対
たい

策
さく

基
き

本
ほん

法成立に
ついて報じる
新 聞（2009
年11月30日　
読売新聞）

82私たちと法
ほう

律
りつ

の関わりの例
資料活用 このような法

ほう
律
りつ
がなかったらどうな

るか考えてみよう。

交通ルール
→道路交通法

自動車
→道路運送車両法

道路
→道路法

国
こ く

民
み ん

の願
ね が

いを
実
じ つ

現
げ ん

するために1

85直
ちょく

接
せつ

民主制
せい

と間
かん

接
せつ

民主制　 資料活用 二つ
の制
せい
度
ど
の違
ちが
いに着目してみよう。

直接民主制 間接民主制

議論 採決

決定
国の在り方

ぎ ろん さいけつ

あ

議論 採決

決定

議会

国民の代表

国の在り方

選挙

議論 採決

決定
国の在り方

ぎ ろん さいけつ

あ

議論 採決

決定

議会

国民の代表

国の在り方

選挙

1第 節 民
み ん

主
し ゅ

政
せ い

治
じ

と私
わ た し

たち
個
こ

人
じん

を尊
そん

重
ちょう

し，基
き

本
ほん

的
てき

人
じん

権
けん

を守
まも

る政
せい

治
じ

を実
じつ

現
げん

するために，どのようなしくみ
があるのだろうか。

第1節の問い
p.67〜76

第 2章　民
み ん

主
し ゅ

政
せ い

治
じ

政治第 部2
民
み ん

主
し ゅ

政
せ い

治
じ

を発
は っ

展
て ん

させるためには，どのようなことが必
ひ つ

要
よ う

なのだろうか。章の問い

67 68

p.68 ■6

未来に向けて

肝
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炎
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患
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者
じゃ

を救
すく

うために 人権
 1970 年代から 80 年代にか

けて，出産や手
しゅ

術
じゅつ

の際
さい

に使われ
ていた止血剤

ざい
に，肝

かん
臓
ぞう

の病気で
ある肝炎を引き起こすウイルス
が混入したため多数の肝炎患者
が生じました。
　患者たちは救

きゅう
済
さい

のための法
ほう

律
りつ

制
せい

定
てい

を国に求める活動を行い，
2009 年には国会で肝炎対

たい
策
さく

基
き

本
ほん

法が成立しました。この法律
によって，薬

やく
害
がい

の予
よ

防
ぼう

策の推
すい

進
しん

や患者の経
けい

済
ざい

的負
ふ

担
たん

を軽くする
ことなどが定められました。

ん。そこで，選
せん

挙
きょ

によって自
じ

分
ぶん

たちの意
い

思
し

を代
だい

表
ひょう

する人
ひと

たちを選
えら

び，

法
ほう

律
りつ

を定
さだ

める力
ちから

をその人
ひと

たちに委
ゆだ

ねるという制
せい

度
ど

（間
かん

接
せつ

民
みん

主
しゅ

制
せい

）が必
ひつ

要
よう

になります。このような代
だい

表
ひょう

者
しゃ

が国
くに

全
ぜん

体
たい

から集
あつ

まって，国
こく

民
みん

の願
ねが

いを実
じつ

現
げん

するために討
とう

議
ぎ

する所
ところ

が国
こっ

会
かい

（議
ぎ

会
かい

）です。こうした制
せい

度
ど

は
議
ぎ

会
かい

制
せい

民
みん

主
しゅ

主
しゅ

義
ぎ

とよばれます。

　　　　　　　　　　みなさんは，国
こっ

会
かい

を遠
とお

い世
せ

界
かい

のように思
おも

うか
もしれません。しかし，国

こっ

会
かい

が法
ほう

律
りつ

によって国
くに

や地
ち

方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

の行
おこな

うべきことや行
おこな

ってはならないことを定
さだ

め，政
せい

府
ふ

の予
よ

算
さん

を定
さだ

めることで初
はじ

めて，国
こく

民
みん

の自
じ

由
ゆう

や権
けん

利
り

を守
まも

り，国
こく

民
みん

の
願
ねが

いに沿
そ

った政
せい

治
じ

が可
か

能
のう

となります。みなさんが政
せい

府
ふ

に何
なに

かをして
もらいたいと望

のぞ

むとき，その願
ねが

いを実
じつ

現
げん

する場
ば

所
しょ

が国
こっ

会
かい

です。

　国
こっ

会
かい

は，主
しゅ

権
けん

者
しゃ

である国
こく

民
みん

から選
せん

挙
きょ

によって選
えら

ばれた国
こっ

会
かい

議
ぎ

員
いん

で
構
こう

成
せい

されています。そして，人
ひと

々
びと

の願
ねが

いや利
り

害
がい

の対
たい

立
りつ

を調
ちょう

整
せい

するた
めに，国

こっ

会
かい

議
ぎ

員
いん

が話
はな

し合
あ

って法
ほう

律
りつ

と予
よ

算
さん

が作
つく

られます。国
こっ

会
かい

議
ぎ

員
いん

が
どのような活

かつ

動
どう

をしているかを知
し

ることは，国
くに

の政
せい

治
じ

の課
か

題
だい

や，そ
の解

かい

決
けつ

に向
む

けた取
と

り組
く

みを知
し

る手
て

がかりとなります。みなさんも，

近
ちか

い将
しょう

来
らい

に選
せん

挙
きょ

権
けん

を手
て

にすることで，政
せい

治
じ

に参
さん

加
か

する機
き

会
かい

が増
ふ

えま
す。国

くに

の政
せい

治
じ

について知
し

ることは，国
こく

民
みん

主
しゅ

権
けん

を生
い

きたものとするた
めに大

たい

切
せつ

です。

↓p.53, 75

5

6 ↓p.77

国
こ っ

会
か い

議
ぎ

員
い ん

の役
や く

割
わ り

↓p.85

（第 59条）（第 60条）

↓p.37, 59
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民
主
政
治

2
章

国
こく
民
みん
の願

ねが
いを実

じつ
現
げん
するためにはど

のような制
せい
度
ど
があるか，本

ほん
文
ぶん
から

二
ふた
つ書

か
き出

だ
してみよう。

国
こっ
会
かい
は，国

こく
民
みん
の願

ねが
いに沿

そ
った政

せい
治
じ

を実
じつ
現
げん
するうえでどのような役

やく
割
わり

を果
は
たしているのか，説

せつ
明
めい
してみ

よう。

確認
しよう

説明
しよう

小学校⃝地理⃝歴史との関連 政治，国会，国会議員（小）

学習
課題

国
こく
民
みん
の願
ねが
いを実

じつ
現
げん
するには，どのようなしくみで決

き
めていけばよ

いのだろうか。

　　　　　　　　私
わたし

たち一
ひとり　ひとり

人一人の願
ねが

いや利
り

害
がい

は，ほかの人
ひと

にとっ
てもそうであるとは限

かぎ

りません。そのため，人
ひと

々
びと

の
願
ねが

いや利
り

害
がい

の対
たい

立
りつ

を調
ちょう

整
せい

し，みんなが合
ごう

意
い

できる社
しゃ

会
かい

をつくる必
ひつ

要
よう

が生
う

まれます。このような，社
しゃ

会
かい

を構
こう

成
せい

する個
こ

人
じん

や集
しゅう

団
だん

の希
き

望
ぼう

を満
み

たし，対
たい

立
りつ

を調
ちょう

整
せい

する努
ど

力
りょく

を通
つう

じて社
しゃ

会
かい

の秩
ちつ

序
じょ

を保
たも

ち，社
しゃ

会
かい

全
ぜん

体
たい

の
利
り

益
えき

を増
ぞう

進
しん

させていく働
はたら

きが政
せい

治
じ

です。政
せい

治
じ

という言
こと

葉
ば

は多
おお

くの意
い

味
み

で用
もち

いられますが，一
いっ

般
ぱん

的
てき

には，国
くに

や地
ち

方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

の働
はたら

きを指
さ

し
ます。

　国
くに

や地
ち

方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

には人
ひと

々
びと

を従
したが

わせる力
ちから

（権
けん

力
りょく

）が認
みと

められていま
す。権

けん

力
りょく

は人
ひと

々
びと

が秩
ちつ

序
じょ

を保
たも

つために必
ひつ

要
よう

ですが，人
ひと

々
びと

の権
けん

利
り

を奪
うば

う
危
き

険
けん

もあります。権
けん

力
りょく

をどのように使
つか

うか，使
つか

ってはいけないのか
を定

さだ

め，人
じん

権
けん

を保
ほ

障
しょう

するための基
き

準
じゅん

となるのが法
ほう

律
りつ

です。

　　　　　　　　　それでは，私
わたし

たちの意
い

見
けん

を調
ちょう

整
せい

して法
ほう

律
りつ

を作
つく

り，

よりよい暮
く

らしを実
じつ

現
げん

するためにはどうすれば
よいのでしょうか。

　社
しゃ

会
かい

が大
だい

規
き

模
ぼ

になり，人
ひと

々
びと

の願
ねが

いや利
り

害
がい

がさまざまに分
わ

かれてい
ると，直

ちょく

接
せつ

民
みん

主
しゅ

制
せい

を国
くに

の政
せい

治
じ

のすべてにおいて行
おこな

うことはできませ

政
せ い

治
じ

とは

↓p.93

↓p.29

～42

国
こ く

民
み ん

の願
ね が

いを
実
じ つ

現
げ ん

する国
こ っ

会
か い

解説，1

資料活用 …なぜ多くの人が集まって挙手をしているのだろうか。

解 説 直
ちょく

接
せつ

民主制
せい

　国民の意思を直接政
せい

治
じ

に反
はん

映
えい

させる制
せい

度
ど

で
す。日本の国の政治では，憲法改正の国民投
票（→ p.62），最高裁

さい
判
ばん

所裁判官の国民審査（→ p.60，

88）などで直接民主制が取り入れられています。

8　直
ちょく

接
せつ

民主制
せい

の様子（スイス）　スイスの一部の州では，有
ゆう
権
けん
者全員が集まって州の政

せい
治
じ
に関わる問題などについて討

とう
議
ぎ
をし，挙手で採

さい
決
けつ

を行います。
1

83肝
かん

炎
えん

対
たい

策
さく

基
き

本
ほん

法の制
せい

定
てい

を求める人々（2009年）

8　政
せい

府
ふ

への国民の要望〈国民生活に関する世
論調査 令和元年〉
6

0 20 40 60 80％
医療・年金等の社会保障の整備
景 気 対 策
高 齢 社 会 対 策
雇用・労働問題への対応
少 子 化 対 策
物 価 対 策

66.7
52.552.5
50.750.7

37.137.1
36.136.1
34.634.6

 い りょう ほ しょう せい び

 たい さく

こう れい 

 こ よう たい おう

 ぶっ か

（複数回答）

84 肝
かん

炎
えん

対
たい

策
さく

基
き

本
ほん

法成立に
ついて報じる
新 聞（2009
年11月30日　
読売新聞）

82私たちと法
ほう

律
りつ

の関わりの例
資料活用 このような法

ほう
律
りつ
がなかったらどうな

るか考えてみよう。

交通ルール
→道路交通法

自動車
→道路運送車両法

道路
→道路法

国
こ く

民
み ん

の願
ね が

いを
実
じ つ

現
げ ん

するために1

85直
ちょく

接
せつ

民主制
せい

と間
かん

接
せつ

民主制　 資料活用 二つ
の制
せい
度
ど
の違
ちが
いに着目してみよう。

直接民主制 間接民主制

議論 採決

決定
国の在り方

ぎ ろん さいけつ

あ

議論 採決

決定

議会

国民の代表

国の在り方

選挙

議論 採決

決定
国の在り方

ぎ ろん さいけつ

あ

議論 採決

決定

議会

国民の代表

国の在り方

選挙

1第 節 民
み ん

主
し ゅ

政
せ い

治
じ

と私
わ た し

たち
個
こ

人
じん

を尊
そん

重
ちょう

し，基
き

本
ほん

的
てき

人
じん

権
けん

を守
まも

る政
せい

治
じ

を実
じつ

現
げん

するために，どのようなしくみ
があるのだろうか。

第1節の問い
p.67〜76

第 2章　民
み ん

主
し ゅ

政
せ い

治
じ

政治第 部2
民
み ん

主
し ゅ

政
せ い

治
じ

を発
は っ

展
て ん

させるためには，どのようなことが必
ひ つ

要
よ う

なのだろうか。章の問い

67 68

p.68 ■5

第 43条［両議院の組織・代表］
　①　両議院は、【❶　全国民　】を代表する
　　　【❷　選挙された議員　　　】でこれを組織する。

学習プリント

 動画「スイスの青空議会」

直接民主制と間接民主制の長所と短所を、それぞ
れまとめてみよう。


